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先先先先だって、名古屋の土木工学専門家である松

林正之氏に「自然配植」を一行か二行で表現す

ればどうなるかと問われて、改めて考え直して

みた。 

「自然、社会条件、素材の性状などに応じた

きめ細かな配置による小規模多様主義的緑化、

造園、造林、治山、土木手法」という表現で氏

にはお伝えしたかと思うが、どうも何かが足ら

ないような気がする。 

セミナーや講演会などでは「人の願い、地の

許し」という文学的な言い方をすることもある

し、自然配植のメーリングリストでは、「場に応

じましょう、素材に応じましょう、人を中心に」

という表現をしたこともある。 

そもそも自然配植の考え方は、最初「樹林パ

ッチ工法」と言っていて、法面にどのように樹

林化をしていくかという工法技術論であった。 

    

                                                                                            

    

ここここの樹林パッチ工法の前段となったのは、

十年間の安房峠道路緑化の実践の中であった。

巣植え、自生種苗木（地域性苗木）の適用を出

発点に、盛土法面に客土せずに樹林化を図るこ

とや、現場表土の異なる性状のものをモザイク

に配置する生育基盤の多様化、異なる樹種の性 

 

 

 

質を組み合わせることにより活かしたランダム

集中配植といったそれまでにあまり行われてこ

なかったことを考え出してきた。貧栄養の鉱物

質土壌の下で活着が困難な樹種には、新たに開

発した小型の分解性植栽基盤柵（エコプランタ

ー）を設置することも考えた。 

ここまでは、確かに技術論であったのだが、

やがて単なる技術論を展開していたのでは、結

局は求めようとする「緑」の姿が実現していか

ないことに気がついた。 

「人」である。 

 

                                                                                                                                                                            

    

法法法法面緑化の施工を行う時、そこで苗木を植

栽する作業員の資質について、大きな疑念が湧

いてきた。すぐれた作業員とは何か。現況のシ

ステムでは、苗木の植え手間（植栽コスト）が

作業員日当として植栽本数にかかわらず決めら

れているわけではなく、本数に応じた作業量と

使用材料費の積算として、施工費が決められて

いるため、施工後の検査をクリアする品質を確

保さえしておれば、より短期間に仕事をこなし、

つまり、時間当たり作業量を増やす努力をする

ことが企業利益に結びつくし、使用材料も検収

―巻頭言― 

自然配植へ至る道 
 

自然配植技術協会会長 高田研一 
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をクリアできる最低限の品質をより安価に調達

することが重要という、ある意味で当たり前の

社会システムの現実を目の当たりにすることと

なった。 

緑化というものが、地域環境資源として、長

く持続、発展する豊かな成果をもたらすことを

目的としているのであれば、植物の性質から考

えて、むやみやたらに百本の苗木を植えること

より、丁寧に愛情と技術力を込めて五十本の苗

木を植えることの方がより大きな果実をもたら

せることは自然の姿を多少でも知っているもの

であれば、容易に想像がつく。 

ところが現実は、技術も工夫も発揮しない人

（作業員）が、ひたすら数量をこなすことに専

念する方が社会的にみて評価される（企業利益

を与える）社会にすでになっていたのである。 

 

                                                                                                                                                                                                

    

個個個個人の持つ技術がすたれることは、社会の

安定からみてもきわめて憂慮される事態である。

私が現場の苗木植栽を担う作業員の指導を行お

うとするとき、いかにもアルバイトの茶髪のお

兄さんが顔を斜めに向けて不平顔で聞いている。

しかし、植栽の意味と技術が左右する将来の予

測、具体の技術などを懇切丁寧に一人づつ、顔

を見ながら説明すると、夕方にはすっかりと顔

つきが希望を持ったものに変わってくる。 

若者は、あり得ない将来の出世を夢想しなが

ら（「ビッグになりたい」という）、だれ一人、

先輩、師匠の指導も受けぬまま、社会の中で放

置され、没落していく。資金と情報を持たない

若者にとって、「機会均等」、「競争原理」は敗北

の原理であって、フリーター四百万人の多くが

これに当てはまる。 

若者にとって重要であるのは、かれらがさま

ざまな才能を持っているがゆえの多様な専門技

能を磨く場が存在することであって、専門技能、

技術力、工夫を拒否し、簡単なマニュアルだけ

で仕事量をこなすことが善とされる社会には、

自己実現の場はあまりにも少ない。 

 

                                          

 

自自自自然配植が目指そうとするものを考える

とき、「緑」の質をより高いものにということは

さることながら、「「「「人人人人」」」」のののの立立立立つつつつ瀬瀬瀬瀬を思うことは

実は欠かせない要素であると思われる。 
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―事務局からのお知らせ― 

 

★自然配植技術協会のホームページができまし

た。 

 ホームページをオープンしました！ 

 アドレスは http://www.shizenhaisyoku.org/ 

です。 

 徐々に更新していきたいと思っています。 

 是非一度ご覧くださいね。 
 

★第７回紀伊半島シンポジウムが開催されます。 

 要綱は以下の通りです。ご都合の良い方は是非

ご参加ください。 

 ※入場は無料です。 

 テーマ： 

 「紀伊半島における河川と流域環境の保全 

－源流から河口域まで－」 

会場：奈良女子大学記念講堂 

日時：平成 15年 12月 13日（土）           

         午後 1時半～5時 

  主催：紀伊半島研究会 

  共催：奈良女子大学科学研究センター 
 
★会員拡大について（事務局からのお願い） 

 当協会は会員の方々の年会費及び入会金によ

って運営されています。今年度から見直しを行い、

個人会員の年会費及び入会金をそれぞれ5千円に

設定しましたが、財務体質的にはまだまだ十分と

は言えません。ホームページの運営にもそれなり

の費用がかかっております。協会員が拡大するこ

とにより、自然配植の理念がますます広がること

を考えると、新規会員の紹介が必要となってきま

す。 

 もしお知り合いで協会に興味をお持ちの方が

いらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。ご

協力をお願い致します。 

 
★自己紹介・・・・太田 真理子 と申します。 

 ML にご参加いただいている皆さんはご存知か

もしれませんが、9 月から事務局に入りました。

是非覚えてやってくださいね！ 

 結構（かなり？？）どんくさい性質ですが、意

外と（？）しぶとい人間のようです。 

 生まれも育ちも京都です。嵐山のはずれに住ん

でおりますが、保津川下りをしたこともなく、ト

ロッコ列車にも乗ったことがないです・・・・。 

 
★奈良県岩井川ダムの防鹿柵の写真です。 

今回は紙面の関係上、ほんの少ししかお見せでき

ませんが、いつか詳しく特集できたら・・・と思

っています。乞うご期待！！ 
 

   

 
防鹿柵設置風景 

 
 
 

 
        
        防鹿柵全景  
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1.はじめに 

 今回の報告は、ダム建設凍結という逆風の強

い長野県に位置する南相木ダムの工事跡地復元

計画のうち、特に地域性苗適用に至るまでの経

緯とその概要についてお伝えしたいと思います。 

 

2.基本的な考え方 

南相木ダムは、ロックフィルダムと呼ばれる

形式で、現場周辺から岩石や土質材料を採取し

盛立てるものであり、材料採を取した跡地を整

地後林地に復元し、土地所有者にお返しする計

画となっており、その返地先は、林野庁、南相

木村、個人地権者となります。 

 この復元に際しては，以下の基本理念のもと

に計画を推進することとしています。 

 ①復元は、ミティゲーションの考えに立ち、

工事前の自然と同等レベルの森林復元に

留まらず、この機会だからこそ実現出来る

であろう本来の自然豊かで多様性の高い

森づくりを実践し、南相木地域の自然のポ

テンシャルを上げることが、当社に寄せら

れている地域からの期待であり重要な使

命であること。 

 ②周縁の多くはカラマツの単層林であること

から、この地域の将来を考え、多種多様な 

 

 
－会員からの報告（Ⅰ）－ 

南相木ダムの工事跡地に対する復元方法について 
（Ⅰ）地域性苗の確保 

       

東京電力（株）南相木工事事務所（自然配植技術協会会員） 

 中山 和雄                          

 
○発電所計画概要 

＜名称＞ 

東京電力株式会社 神流川水力発電所 

（純揚水式発電 最大出力 282万ｋｗ） 

＜立地地点＞ 

南相木ダム（上部ダム） 
長野県南相木村 信濃川水系南相木川の最上

流部 

上野ダム（下部ダム） 
群馬県上野村 利根川水系神流川の最上流部 

＜全体工程＞ 

平成 9年 7月～平成 17年 7月（予定） 
   
○工事跡地復元概要（南相木ダムエリア） 

＜復元方法＞ 

南相木ダム堤体材料採取跡地に対し，自

然配植技術により復元 

＜対象面積＞ 

国有地 9ｈａ及び伐採萌芽部 6ｈａのうちの一部 

民有地   5ｈａ 

当社用地  1.5ｈａ 

＜地点標高＞ 

1,350m～1,550m 

＜植裁予定本数＞ 

約 9万本（中・高木性 6万本，低木性 3万本） 

＜植裁予定期間＞平成 16年～17年 
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地域性種子の供給源としての役割を担え 

る発信基地を目指すこと。 

 ③森林・林業基本法 ※の理念に合致させること。 

  

※＜参考事項 森林・林業基本法（平成 13 年 10 月閣議

決定）の一部抜粋＞ 

○制定の背景  

(1) 森林に対する国民の要請の多様化 

木材生産機能から、水源の涵養、国土や自然環境の

保全、地球温暖化の防止、レクリエーションや教育の

場としての利用等の多面にわたる機能の発展へと多様

化しており、これに応えていけるよう、将来にわたっ

て適正に森林の整備と保全を行うことが求められてい

ること。 

(2) 森林を取り巻く要請の変化 

    採算性の悪化 

(3) 管理不十分な森林の増加 

森林所有者の林業への意欲や関心の減退、 

→ 管理不十分な森林の増加 

(4) 国際的な動向 

地球環境問題（温暖化など） 

このような状況から、国民の要請に応えて我が国の

森林が将来にわたり適切に管理されるよう、木材生産

を主体とした政策から森林の有する多面的機能の持続

的発揮を図るための政策へと転換するため、森林・林

業基本法が、旧林業基本法を改正する形で制定される

ことになりました。 

 

○森林・林業基本計画の骨子 

(1)「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循

環利用林」の 3 つの利用形態により区分している。 

(2) すべての森林は上記の区分に関わらず、多様な生

物の生息・生育の場としての生物多様性の保全に寄与

し、二酸化炭素の吸収源・貯蔵庫として重要な役割を

果たしていることなどを踏まえ、森林施業の実施に際

しては、重視すべき機能以外の機能の発揮に対し十分

配意する必要があるとしています。 

 

3．地域性苗の必要性 

 基本的な考え方に沿った、自然豊かな多様性

の高い森づくりを推進するに当たり、地域に自

生しているカエデ、ミズナラ、カンバなど広葉

樹を主体とした、多くの種類の樹木を導入する

必要があると考えました。 

 この場合、苗の種類や数を確保することに捕

らわれ、全国各地から苗木を集めた場合、種の

保全に対する影響（地域性の喪失や貴重種の絶

滅など自然摂理の崩壊）が特に懸念されたこと

や、立地条件に合致した樹種の確保と多様性を

重視する観点から、当社自ら地域性苗の作成に

取り組むこととしました。（Ｈ14～Ｈ16 にかけ

作成 導入予定 50種類以上） 

また、この南相木地域は、26種ものカエデが

自生している全国的にも貴重な地域であること

から、可能な限り多くの種類（現在カエデの基

本種、同類種を含め 20 種類程度確保済み）の

地域性苗を導入することとしました。 

 

4．地域性苗の確保方法 

 地域性苗の自己調達のため、樹種調査から、

種子採取、播種・育成の具体的方法は以下の通

りです。 

 (1) 周辺分布樹種の調査および導入樹種の剪

定（平成１３年度実施） 

  ①現場周辺の樹種調査を実施し、分布状況

や立地特性に応じた樹種構成の傾向等を

整理しました。 

  ②文献および聞取り調査により、分布樹種

の将来樹高、出現遷移型、自・他形性等

を区分しました。 

   ③植栽対象地の立地環境特性に関する情報

を収集・整理するとともに、立地特性に

適した群集を想定し、それぞれの樹木が

役割を持つ様に樹種を選定しました。 

④苗の作成や山取り苗確保が、技術・コス

ト面等で困難と考えられる樹種について 
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は、地域性を重視する観点から長野県内産（特

に中信地域主体）の範囲内で、苗木の流通性に

関する情報を収集しました。 

 (2) 種子・山取り苗の採取（平成 13年秋～現

在まで採取） 

  ①植生分布調査結果と樹木選定からの必要

苗数を、あらかじめ大まかに推定した上

で，平成 13年の秋期～15年秋期にかけ

種子採取（カエデ類、カンバ類、ナラ類、

サクラ類、シデ類、ニレ類など中・高木

50種程度、ウツギ類など 10種類程度）

を実施しています。 

  ②種子の採取の時期を一歩遅れてしまうと、

カエデ類などは翌春発芽しにくくなる傾

向があります。特にＨ13年は採取時期を

逃し、さらに種子が不作だったことも手

伝い、予想以上に成績が悪かったことか

ら、Ｈ14年度には採取時期をこまめにチ

ェックすることで対応し、種子採取を慎

重に行っています。 

③種子からの育成苗のほか、山取り苗採取

も行っており、主に工事用道路脇など、      

周辺自然環境への影響の小さい箇所を対

象とし、種子からの育苗に長期を要する      

樹種を中心に、実生（1～2年生）を採取

しています。 

④採取に際しては，自分も含め当社職員も

一部作業に加わりながら、基本的には委

託（外注）により実施しています。 

 

(3) 播種・育苗（平成 14 年～15 年度に大半

は実施） 

①採取した種子等は、播種・育成管理を委

託により実施しています。 

現地にハウスを設置し、育成することも

考えられましたが、冬期零下 20℃を越え

る地域でもあり、暖房を含めた付帯設備

コストと苗の輸送コストを比較検討した

結果、今回は埼玉県内でハウスを借りて

育成することとしました。 

仮に、長野県内や本地点から近距離の場

所に、地域性苗の育成管理を請け負って

いただける施設や会社などが簡単に見つ

かっていれば、もう少しコスト削減が可

能であったとともに、多様な樹種の確保

が身近になったと思われます。 

②発芽床およびポットに用いる土壌の基

本は、各種子の適応土壌型（浄菌、発酵、

合成）に応じて用土配合を変え、合成～

発酵型土壌を好む樹種には赤玉土主体の

配合、浄菌型土壌を好む樹種には鹿沼土

主体の配合を適用しております。 

  ③作成した苗の現地への持ち込みは、樹種

ごとの苗の萌芽時期や成長形態などを考

慮し、移動と植裁について最適時期とな

るように、高田先生ほか協会技術委員の

方々のご指導を頂きながら実施していく

予定です。 

 

 (4) 苗の育成状況 

   平成 15年 10月現在、地域苗の作成数は

７万本を越えており、そのうち来春からの

植裁に適用できる見込みの苗は、3～4万本

程度と考えています。 

  

5．今後の予定 

 実際植裁に用いる苗は、工期と育成期間の関

係から、2年生の育成苗（その樹高は 30～50ｃ

ｍ程度）を主に適用することを考えており、こ

の苗の現地への適合性など、リスクをある程度

事前に評価する目的で、Ｈ15年 6月から現地植

裁試験を実施しています。これについては、施

工開始前の翌春までに、結果をとりまとめる予

定です。また、当地点は高標高・寒冷地域（標

高 1,300～1,500ｍ）であることを勘案すると、

通常より苗の生長が遅く、例え数多くの樹種が 
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導入できたとしても、従来の植裁方法では数年

後には、限られた樹種しか残存できないことが

考えられます。 

 このため、設計においては、立地条件に合わ

せた樹種の組み合わせの工夫や、寄せ植えをす

る等の自然配植技術の導入により、「外生菌根の

共有、光のコントロール、水分蒸散抑制、上伸

成長の促進」などを図り、枯死率の低減や維持

管理の手間を減らす方策を検討しています。 

 これらの地域性苗を無駄なく、多くの種類の

樹木が棲み分け出来る様に、植裁基盤の造成方

法を工夫するなど、自然配植技術として新しい

試みを現在行っていますので、今後ある程度成

果が現れた時点で、詳しく報告させていただき

たいと思います。なお、せっかく植えた苗も鹿

の餌食になるのは困るため、現在防獣対策を検

討しており、機会があれば、東植さんあるいは

近江屋ロープさんからメーリングを活用した情

報発信をお願いしようと考えています。 

                   以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育成苗：ヤエガワカンバ（ハウス内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山取り苗：コハウチワカエデ 

（現場近傍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

育成苗：イタヤカエデ（ハウス内） 
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1）古くて大きな未解決な問題 

私は大手ゼネコン社員である。専門分野で分

類すると基本的には「鉄とコンクリート」の施

工屋である。緑分野の人間ではない。しかし、

たまには緑化工事なるものと付帯工事としてお

付き合いすることがある。また、社内には緑分

野の博士や専門課程卒業者もいるのであるが、

何故かしら、大分類では当社には「緑分野の職

員はいない」という見解である。そういう環境

の土木分野にいる。 

建設業界に身をおいて 30数年の古株である。

その古株でも気になる緑の部分がある。それが

「古くて大きな未解決な問題」即ち「岩盤法面

と真砂土法面の回復緑化」である。これらは工

事後期に「種子吹付か厚層基材吹付」が行われ、

竣工検査時の「発芽・緑視率」などで合否判定

され、めでたく竣工となる。しかし、3～5年後

には劣化・滑落し、裸地状態をさらけだしてい

る。このような状況を作りだしたものとしては、

それを見るたびに心痛き次第である。見かねて

発注者が再度・吹付工事を繰り返すか、そのま

ま放置されるかである。 

その小生が、「超特大の古くて大きな未解決な

問題」を戴くことになった。それは、「7Ha の

法面積、150ｍに及ぶ高低差、20段の岩盤法面」

の採石場跡地の再生緑化である。 

岩盤法面に緑化作業を施し、3年後、10年後、

如何なる豊かな緑の景観が望めるのであろう

か！「古くて大きな未解決な問題への挑戦」で

ある。緑化植栽の準備調査、計画、工事、育成

維持管理にいたるまでの「トータルな計画とリ 

スク回避」を含めた「林再生への緑化植栽技術

の確認」が至急な課題となった。 

 

 

 

 

 

2）岩盤法面の緑化技術の確認とリスク回避 

採石場地域の道路における岩盤法面吹付箇所

では、植生や基材が衰退、滑落し、金網だけに

なっている処が随所にみられる。救いは、実生

の松が自生していることである。大きな投資を

抱えている当方としては、「古くて大きな未解決

な問題」ということでは「見過ごせない特大リ

スク」である。吹付緑化とは「一過性の存在で

しか有り得ない技術なのか」どの専門業者に経

年評価を聞いてもリスク範囲を越えるものはな

く、「岩盤法面の緑化技術の確認とリスク回避」

は、「自ら評価調査」する以外に方法が無いとい

う結論に達した。  

 

3）岩盤法面吹付緑化の経年調査による吹付基材

の適合性評価 

調査の主題は、「有機系（ﾋﾟｰﾄﾓｽ・堆肥）厚層

基材吹付工」と「無機系（土・泥）厚層基材吹

付工」の 2 種についての適合性の評価である。

調査は、大手専門業者５社に協力していただき、

「類似の施工事例の経年実態調査」を多数実施

し、1年～20年経年調査評価表を作ることであ

る。近隣四県下において、完全調査：31 事例、

目視確認：60事例、合計 91事例を評価調査し

た。 

調査結果は、「岩盤法面の吹付工法」として「無

機系厚層基材」を用いる吹付工法が「大きく有

効である」と評価判定を得た。「有機系厚層基材」

は劣化・滑落・流亡しているものが目についた。

「320 ページの報告書」が出来上がった。調査

協力業者からも、なかなか得られない内容と説

得力であり、今後の使い方が楽しみであるとの

評価を戴いた。しかも「施工者の意見」と「調

― 会員からの報告（Ⅱ）―   

自然配植と土木分野の出会い 

大成建設（株）（自然配植技術協会会員） 

        濱田 武人 
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査者の意見（市民的な感覚意見）」の対比が面白

い。 

 

4)岩盤法面の苗木植栽の要望 

法面の種子吹付では、全山これ「ハギ」しか

ない状況に出会うことが多い。市民感覚で「ハ

ギが木と言えるか」と言うとちょっと淋しい。

具体的に言えば「岩盤法面に木本樹種を根付か

せたい」「豊かな森林を感じさせる山景が欲し

い」ということである。 

しかし、造成岩盤法面から自生する樹木のほ

とんどは、2～3ｍの樹高になれば自重や風など

に耐え切れず転倒を繰り返しているのが実態で

ある。根が岩盤に入り込めず、活着できないの

が原因である。これらのことにより、岩山森林

での自生樹木の植生と根床（腰掛）調査をする

ことなった。 

 

5）岩盤急傾斜面に自生する樹種と 

自生樹木の根床（腰掛）調査 

岩山森林の急傾斜で、垂直とも言える岩盤に

自生する木々が多くの感動を与えてくれた。「切

り立つ法面にくらい付くクヌギ」「岩をはむ、生

命力への敬意」などなど。滑り落ちそうで、滑

り落ちないように耐えている樹木も、根床（腰

掛）に鎮座していた。しかし、この偶然も、可

能性を秘めた根床がなければ全く起こり得ない

事である。その偶然の根床を我々が、今、作り

出さなければ、数百年の歳月を要する自然の風

化作用を待つということになるだろう！ 

今回、岩山森林の岩盤急斜面における樹木の

「根床（腰掛）」の現状を調査し、岩着条件を特

定し、岩盤法面の造成設計基準や作業規準に取

り入れ、岩盤法面の森林復元化技術の開発をは

かることを調査の目的とした。 

調査結果は、樹木が岩盤急斜面で生存するた

めの根床（腰掛）の条件として、「ｺﾋﾟｰ用紙 A3

ｻｲｽﾞ以上の広さ」「30 度以下の勾配」の造形規

準を得ることができた。斜面に人間が立てる程

度の条件を造れば、ﾘｮｳﾌﾞ･ｽﾀﾞｼﾞｲ･ﾈｼﾞｷ･ｸﾇｷﾞ･ｱ

ﾗｶｼ･ｻｶｷ･ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ･ｱﾍﾞﾏｷなどが、6ｍに達する樹

高の生育を得ることができることを確認した。

この「岩盤急斜面の根床調査報告書」は、感動

的内容に人気があり、資料の請求者が多い。 

 

6）岩山森林の樹種別成長値調査 

法面、小段、平場に導入したﾎﾟｯﾄ苗がこの現

場の条件においてどのように生長し、森を形成

していくのだろうかとの疑問がでてきた。どの

ような条件を整えてやる必要があるのか。その

ためには、現場周辺において導入樹種と同じ樹

種の生育寸法を調べ、標準生長値と実測値とを

比較した成長率を求めることが近道であると考

えた。   

樹木の生育調査は、ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ、ﾈｽﾞﾐﾓﾁ、ﾘｮｳﾌﾞ、 

ｱﾗｶｼ、ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ、ｺﾅﾗ、ｽﾀﾞｼﾞｲ、ﾈｼﾞｷ、ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ

などの導入樹種と同じ樹種の幹を切り、「年輪数

と年輪の成長肥大」「幹径」「樹高」「樹冠」の実

測値から成長率 0.50～0.75を得て、植栽後の生

長を予測した。 

 

７）小段植栽での根土の必要量 

 岩盤小段に 50ｃｍ厚の客土をした場合、はた

して１本のﾎﾟｯﾄ苗木が生長するには小段の幅 2

ｍとして長さ何ｍが必要であるのか。納得でき

る資料が欲しかった。樹根図資料などが少なく、

研究事例の不足を感じた。土木ではﾍｸﾀｰﾙ単位で

土地の改変による森林樹木の撤去を行っており、

何万本という樹木の根っ子を一度に処分してい

る。しかし、誰も調査したり、調査協力依頼を

受けた記憶は持ち合わせていない。これは何故

だろう。今回、調査しょうとした時には、時す

でに遅し、現場内の根っ子は全て処分されてい

た。 
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8）実行への意見の相違と葛藤 

1 年を要して「岩盤法面吹付工の経年調査」

「岩山森林の自生樹種・根床の調査」「導入種の

成長予測調査」などを行ってきた。これをベー

スに緑化植栽計画を作成し、緑化植栽の施工を

開始した。 

①岩盤法面吹付工は、経年調査の説得力と試験

施工が、現場の理解と支持を得て、評価調査に

基づいた計画で円満に実施された。 ②小段植

栽は、平場岩盤でのﾎﾟｯﾄ植栽であるので、さぞ

かし簡単であろうと多寡を括っていたが「根土

容積」「岩盤での生長」「遷移」「多様性」などの

課題が浮上した。 ③岩盤法面の根床植栽は、

「なぜ、岩盤に木を植えるのか」「小段植栽と同

様な課題」など、「未経験なものへの抵抗」「既

存の概念・学識との葛藤」がそれぞれにあり、

合意形成に手間取った。 

 

9）自然配植技術との出会い 

岩盤法面における吹付緑化植栽工を手掛ける

と「50mmの植生基盤の薄さ」から、生育物質

の循環などの問題を考えざるを得ない。また、

微生物の働きと植生の相関を感じないではいら

れない。ミクロな切り口による緑化植栽仕様の

必要性を強く感じている。 

このような状況に高田先生の「自然配植技術」

のご指導をいただくことになった。我々の評価

調査との整合に驚きがあった。「土壌微生物が植

生を支配する」と言うことも、上記の関心のな

か興味深いものであった。我々は「自然配植技

術とは、自然条件や地域と森林との関係、或い

は樹木自体が潜在的に持つ特性や地域性・適応

性などに応じて、木目細かく配植して、多様性

に富んだ緑化を目指す技術」であると解釈し実

行している。 

既存の技術や自然植生を評価調査するまでは

よいが、その緑化再生を実行する段階で先述の

様に意見の相違と葛藤のなかで、緑分野の人々

と「ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞ」することが気になっていた。し

かし、「自然配植技術」を導入することで合意形

成が可能となり、岩盤法面の緑化植栽工事を完

了することができた。 

 

10）自然配植による土木分野と緑分野への考察 

われわれは、永年、岩盤法面の造成は画一的

な設計基準により、平滑な傾斜面造成を実施し

てきた。そのため、多くの岩盤造成法面は、「古

くて大きな未解決の課題」として存在する貧相

な植生での造成法面を、さらし続けているのが

現状である。 

その原因者である土木分野が、それを改善対

処せず、その悪現象を緑分野に押し付けている

現実がある。何時まで経っても、自然が受け入

れてくれる抜本的な技術に至らず、森林再生の

自立した技術が得られないのが道理である。 

3 年間の岩盤法面の緑化再生への取り組みを

振り返ると、「自然配植技術の実践」は、土木分

野が頑固に閉ざしていた原因部分の改善を促し、

緑分野の技術開発につながる道であることが見

えてきたような気がしている。 

お互いに単独な分野での自立でなく、緑分野

と土木分野の「自然配植技術」での活動が、大

きく豊かな森林環境と 21 世紀の持続的発展を

目指す、循環型社会を造りだす時代の力になっ

ていくことであると信じるものである。 
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都都都都市部に蓄積された余剰資本の地方分配を通じ

て、社会の政治的安定を得るという仕組みは、経済

が活況を呈してきた平成初頭に至るまで、およそ四

十年間にわたってきわめて順調に続いてきた。余剰

資本の地方分配は、当初、農林業におけるさまざま

な補助金政策の形を取り、やがて土木、公共工事を

通じた分配へと進むようになった。 

緑緑緑緑化は、土木の一環として位置づけされ、イン

フラ整備という意義以上に、他の土木工事同様に地

域雇用の創出において大きな意味を持ってきた。雇

用創出、輸出産業が稼いできた原資を地域へ分配す

るという点では、新規の工事現場数を増加させるこ

とと同様に、一旦行った工事を繰り返す再工事にす

ら意義があったと理解すべきである。その点で、有

機系のバーク材を用いる厚層基材吹き付け工など

は、比較的短期間で劣化し、再吹き付けを必要とす

る点で、見事に理に適った工法でもあった。 

端的にいえば、緑化工の多くは、その成果が時と

ともに失われる、時限的インフラとして十分な機能

を果たしてきたといっても過言ではない。十分な余

剰資本が存在するときには、社会資本投資は現実に

地域インフラとしての永続的な整備効果が得られ

なくとも、再工事によって、持続的に地域雇用につ

ながりさえすれば意味がある時代が続いてきたの

である。これは、まさに「ものづくり」ではなく、

「金づかい」に意味を認める消費型経済消費型経済消費型経済消費型経済のののの典型例典型例典型例典型例で

あった。 

    

    

    

ここここのような輸出産業が生み出す莫大な利益を背

景にした地方分配の仕組みは、全国に一律の分配を 

可能にする、技術的分業化、平準化と資材単価積み

上げ式積算方式によって成り立っている。つまり、

どこでもだれでもが容易に仕事し、しかもそれによ

る利益を挙げられる仕組みを志向してきたのであ

る。 

この結果、品質の評価が皮相的になり、見かけを

飾れば検査を通るため、企業は利益を上げるために、

より利益率の高い労働者、資材を追求するようにな

ってきた。こういった傾向は、近年の経済の空洞化、

余剰資本の減少、税収減にともなう分配原資の不足

の中でいよいよ顕著になりつつある。 

分分分分配原資の縮小は、社会的に大きな動揺を招い

ており、消費型社会システムの抜本的変更を余儀な

くさせている。 

小泉政権に代表されるグローバリズム志向の

人々は、「小さな政府」による行政コストの削減、

競争原理の徹底による企業の生き残り、金融市場へ

の投資可能な富裕層の保護、地域分配の削減という

政策により対応しようと考えているが、北川元三重

県知事をはじめとした何人かの知事たちは、地域の

経済的主体性確保、少ない原資（税源）の有効利用

のための権限委譲を国に要求するようになってき

た。 

わわわわが国人口の年齢別構成比の推移をみると、65

歳以上の人口の占める割合が、高度成長期後期の昭 

―特集― 

わが国経済の中での自然配植 

高田森林緑地研究所 高田研一 
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和 50年には 12％であったものが、平成 13年に

は 18％に達し、平成 37年には 28％に達すると推

定されている。とりわけ、中山間地を占める市町村

では、すでに30％を超えるところが続出している。 

過過過過去のどの時代をとっても経験しなかった非労

働人口比率の増加は、わが国の経済の成り立ちをめ

ぐる大きな政治的対立へと発展しようとしている。

その問題点、対立点を大きく整理すれば、以下の3

点に集約される。 

１） わが国の経済規模の維持発展をどのように

確保するのか 

２） 非労働人口（高齢者層）の生活基盤をどのよ

うに担保するのか 

３） 都市圏と地方格差をどう取り扱うのか（解消

するのか） 

わわわわが国経済の維持という観点は、国民の生活レ 

ベルの維持と言い換えられがちであるが、正確には

そうではない。あくまでも国家としての経済規模の

維持であり、国民総生産の維持がそのまま国民生活

レベルの維持を反映するものではない。 

 わが国ほどではないにしても、多くの先進諸国は

高齢化に向かっており、非労働人口層の増加は、国

家経済戦略における大きなテーマとなっている。す

なわち、経済規模の維持発展のためには、①付加価

値の高い製品を製造し続けるか、②付加価値の高い

製品を製造するノウハウを知的所有権として独占

するか、③金融市場等を通じて高い付加価値を生み

出した製造業から回収するかの三通りしかない。 

 これだけでは読みにくいが、この三つの方向とは、

労働に質的格差を設けることを意味しており、付加

価値の高い労働についてのみを先進諸国で独占す

る方向に世界は進んでいる。これをコントロールす

る仕組みをアメリカが主導する「グローバリズム」

の名で呼んでいる。 

 わわわわが国は、戦後、付加価値の高い製品を一貫して

製造する役割を担うことにおいて、富を蓄積し、こ

れを再び国債購入等によりアメリカに還流すると

いうシステムをつくってきたが、表面的には「労働

コストの削減」という名目で進められた韓国、中国

等への技術移転、製造拠点移転の結果、産業の空洞 

化と称される①の戦略を選択する国家の地位を脱

落する崖っぷちに追い詰められることとなった。 

 産業の空洞化の本質的な原因には、高付加価値製

品製造にともなう初期投資額の巨大化とこれを担

保する資本流動に旧来の護送船団式のわが国の金

融システムでは耐えられなかったこと、これには機

会均等、競争主義を根本原理とする市場主義経済、

グローバリズムという名の金融システムに対する

わが国の政治的敗北があったことは明らかである。

もっともわが国の経済システムの大部分がアメリ

カに依存する状況にあって、日本固有の経済、金融

システムなどが自立的に存在できる余地はもとよ

りなかったのかもしれない。 

 ここここの目に見えない敗北は、わが国に終身雇用、年

功序列を放棄させ、社員がつくる企業から株主がつ

くる企業へと大きな転換を促した。 

 いま、わが国は①（製造拠点）の戦略による国家

から、②、③（知的所有権と金融）によって立ち行

こうとする国家への脱皮を急いでおり、これが小泉

政権という形を取っていると理解することができ

る。 

 自然配植を学ぼうとする人たちにとって、政治的

なモチベーションというのはほとんどないであろ

うということを承知の上で、こういった政治色のあ
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る話をあえて続ける。 

わわわわが国の経済基盤の維持発展とは何か。 

 グローバリズム経済において、環境主義的要素は

ほとんどなく、あくまでも消費主義的経済志向の上

でのシステムであることを念頭においておく必要

がある。また、その国家観も国民主義的ではなく、

国家主義的である。国家の経済は、競争勝者の企業

と富を蓄えた富裕層の存在によって成り立つ。 

 いま、金融、投機といった実際の労働に汗水を流

さない人々が富裕な消費生活を維持しようとする

システムへの変更を明確に言語化されないままに、

国民はいつのまにか行ったこととなっている。（日 

本的システムからグローバリズムへの経済システ

ムの変更は、あまりにも自然に行われたため、こう

いった問題に敏感であるべき自民党や野党などの

政治家の多くは意識化が遅れ、このことが与党対野

党の政治的対立軸とはなっていない。自民党内部の

分裂は避けられず、やがてはこの問題をめぐって大

きな政界再編につながっていく可能性が高いと思

われる。）この間に、貧富の差を示すジニ係数はま

すますこの格差が広がり続け、日本のホワイトカラ

ーを中核とする中産階級の広範な没落が進み、機会

平等の下に、国民の生活レベルの低下は続く。 

 一方、一人当たり国民総生産の低い開発途上諸国

の実際の生活レベルをみるとき、必ずしも衣食住に

事欠くとはいえない現実があり、むしろわが国の消

費生活とは異なる豊かな生活レベルにあることを

実感することがある。 

 最低限の衣食住が満足されること、それぞれの

人々が尊重され、お互いの敬意が払われ、達成感の

ある仕事がなされていることを幸せというならば、

わが国が毎年膨大なドルを蓄積する国家である必

要はないのではないか。 

 非非非非労働人口の生活レベルにも大きな格差がある。

都市部の年金生活者の一部は二人所帯で、月々50

万円にものぼる年金を受給する現実がある。そこま

ではいかずとも、月々30 万円程度の年金を受ける

高齢者は多い。このシステムが、いま働いている若

い労働者に支えられているものだとしたら、早晩、

この生活が崩壊することは目に見えている。高齢者

層にストックされた富はやがて吐き出されなけれ

ばならないが、安心した老後の必要は大いにある。

ただし、一昔前の老人は、毎日の暮らしを現在のよ

うに遊興三昧で送っていたわけではなく、この高齢

者の消費生活のあり方は根幹から見直されなけれ

ばならない。 

 この高齢者のある意味贅沢な生活スタイルは、実

は都市部のホワイトカラーOBなもので、地方の中

山間地の農業従事者は、国民年金、農業年金を合わ

せて、月々の給付額は一人当たり 10万円に満たぬ

程度のものであろう。それでも農作物をある程度自

給できれば、生活はできる。 

そそそそれならば、地方の経済基盤はどうか。 

そもそも地方の産業は、国民生活に必要な物資を

すみ分けする形で分業生産してきた。ところが、産

業の空洞化により、より安価な製品、農作物が海外

から入るようになり、一部地域を除いて、大かたの

地域は疲弊し、没落に向かっているのが現状である。 

 グローバリズム＝市場経済原理は根本的に規制

緩和により、競争を刺激し、これによる生産増加、

生産性向上を目指している。この結果、市場に出回 

る商品は、薄利多売を前提とした大量生産品か、あ

るいは商品のもつ品質以上に価格が高く設定され

るブランド品かのどちらかに偏る傾向が生まれた。
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品質の良否を判定する客観的な基準をもつことは

本来難しく、ブランド品を製造するものは多少の幸

運と宣伝力を兼ね備えた一部生産者（ブローカー）

に限られ、多くのものはすぐれた品質を持っていた

としても厳しい価格競争に晒されることとなる。 

 地方にみられる中小規模の企業の多くは、この価

格競争の波を乗り切れず、淘汰の波を待つばかりで

ある。わずかに地方を支えてきた公共投資、公共事

業も地方の余命を延ばす効果しかない。 

 こういった社会、経済状況の中で、われわれは国

家と国民生活のそもそものあり方にまで遡って考

えなければならない時代を迎えている。 

 自自自自然配植をわれわれは進めようとしている。 

 この自然配植は、経済戦略的にみれば、地域固有

の安心、安全、快適な環境をライフサイクルコスト

からみて、より安価につくろうというものである。 

 つまり、市場経済化で生み出す技術は、その品質

証明が実証主義的（プラグマティズム）価値観に基

づいており、数量主義的であって、短期的である。

その結果、将来の品質劣化、環境負荷の発生などの 

予測が困難となる。また一方、薄利多売から導き出

される大規模一様性への志向は、地域が持つ固有の

付加価値（例えば、観光資源的価値を生む景観など）

を失わせる。 

 これに対して、自然配植は現場条件に応じた工夫

を前提とするため、地域技術者を育て、小規模多様

で、かつ地域固有、ライフコスト的にみてきわめて

優位性の高い成果を期待できる。 

自然配植の目指す方向は、専門的な共通認識を共

有する技術者集団を地域ごとに形成することを期

待し、上意下達式のマニュアルを志向しない点で

（つまり単なる技術論ではないという意味で）文明

論であるという言い方ができる。 

 いま、自然配植は、法面緑化、造園、造林、治山、

土木に至る環境形成分野で人材を育成しつつあり、

地域ごとの縦割りではない小さなネットワークか

ら始まって、ネットワーク集合体として、新たな地

球規模の展開を行っていくことが期待されている。

それは、市場経済、競争原理、グローバリズムに対

して、地域経済のグローバルネット、地域と専業化

によるすみ分け原理として、新しい対抗軸をつくっ

ていく作業である。 

 一つ、一つの現場は、そのための大切な実証の場

であって、地域の人々、世界の人々が食べていくこ

とができる新しい経済のあり方を培っていくもの

であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

自然配植技術協会 第3回年次総会議事録 

＜平成14年度事業報告＞              

１．自然配植緑化技術研究 

２．地域性苗木生産者育成支援（福岡県、長野県） 

３．自然配植技能者養成講座開催（長野県、三重県、

福岡県） 

４．自然配植の提案、設計支援（長野県、三重県、

岐阜県等） 

５．自然配植技術協会・岐阜県環境新工法研究会 合

同研修会開催（岐阜県） 

2003.5.30 参加者約90名 

６．自然配植技能者養成講座テキスト発行準備 

７．自然配植技能者養成講座受講証明書の発行

2003.6月 長野県（37名）、三重県（45名）発行 

８．ニュースレター発行（11月・4月） 

９．メーリングリストによるネットワークの拡大

（2003年6月現在参加者244名） 

 

＜定款変更について＞ 

１．定款を以下のように変更する。 

  附則（１）会員になろうとする物が納入する入

会金を以下のように定める。 

         個人会員 金5千円 

         団体会員 金3万円 

    （２）会員の年会費を以下に定める。 

         個人会員 金5千円 

         団体会員 金2万円 

・現行、入会金 10,000 円、年会費 6,000 円を入会

金・年会費ともに5,000円と値下げをし、個人会員

拡大を図ることとする。 

 

＜平成15年度事業計画＞ 

１．自然配植緑化技術研究 

２．地域性苗木生産者育成支援 

３．自然配植技能者養成講座開催（福岡県、宮

城県など） 

４．自然配植の提案、設計支援 

５．自然配植緑化技術交流会 

６．自然配植技能者養成講座テキスト発行準備 

７．自然配植技能者養成講座施工管理テキスト

の準備 

８．自然配植技能者養成講座受講証明書の発行

（12 年度・13 年度終了の京都、愛知、大

阪、東京、岐阜にも発行） 

９．協会認定資格制度の準備 

10．ニュースレター発行（年2回） 

11．メーリングリストによるネットワークの拡

大 

12．ホームページの開設 

                   以上。 

 

－編集後記－ 

ニュースレター第3号、いかかでしょうか。 

今回はいつもよりページ数が増え、濃い内容

となっています。是非ともじっくりと読んでい

ただきたいと思います。私も編集作業をさせて

いただく中で、Word に悪戦苦闘しながら、より

読み易くなるよう心がけました。感想等がござ

いましたら、どうぞ事務局の方までお寄せくだ

さい。      自然配植技術協会事務局 太田 


